
城
岡
神
社
社
務
所

　

年
末
年
始
の
対
応
に
つ
い
て

十
二
月

　

二
十
八
日　

休
館

　

二
十
九
日　

休
館

　

三
十
日　
　

休
館

　

三
十
一
日　

午
前
九
時
～
午
後
一
時

一
月

　

一
日　
　
　

午
前
九
時
～
午
後
三
時

　

二
日　
　
　

午
前
九
時
～
午
後
三
時

　

三
日　
　
　

午
前
九
時
～
午
後
三
時

　

四
日　
　
　

午
前
九
時
～
午
後
三
時

　

五
日　
　
　

休
館

※
大
手
町
会
館(

貸
会
議
室
・
町
内
会
・
市
委
託
業
務)

は

　

十
二
月
二
十
七
日
～
一
月
五
日
は
休
業
で
す　

※
通
常
の
社
務
所
対
応
可
能
時
間
は

　

午
前
九
時
～
午
後
四
時
ま
で
の
間
と
な
り
ま
す　


